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第21期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め の 体 制
及 び そ の 運 用 状 況 の 概 要

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

イーレックス株式会社

法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウ
ェブサイトに掲載することにより、ご提供しているものであり
ます。

（http://www.erex.co.jp）

表紙
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

１．業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適
正を確保するための体制についての決定内容は、以下のとおりであります。

（１）当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
①　当社及び子会社の取締役等及び使用人は、行動憲章及び行動規範をすべての行動の原点とし、

高い倫理観をもって自らを律し、法令・定款その他社内規程すべてを遵守し、職務の執行に
当たります。

②　当社は、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を
制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性
の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定
款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告
した上で、取締役会に報告します。

③　当社は、コンプライアンス規程を制定し、当社及びグループ会社におけるコンプライアンス
に関する基本事項並びに当社及び子会社の取締役等及び使用人が遵守すべき15項目からな
る原則を定めております。また、コンプライアンス担当取締役を指名し、コンプライアンス
研修の実施、内部通報体制整備、法令・定款その他社内規程違反行為への対処に努めます。

④　法令・定款その他社内規程違反が発見された場合には、コンプライアンス規程に基づき取締
役会へ報告の上、顧問弁護士等の外部専門家と協力しながら対応を行います。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、法令並びに取締役会規則、経営会議規程及び文書管理規程等に基づき、当社の取締役
の職務の執行に係る重要な情報について、文書に記録し、適切に保存、管理します。また、取締
役及び監査役のこれら文書へのアクセスを確保します。

（３）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社及び子会社は、職務権限規程に基づき各職位毎に権限の範囲を定め、各職位は、当該範

囲内で、職務執行に係る損失の危険等（以下「リスク」といいます。）を管理します。また
子会社については、当社から派遣した取締役及び監査役並びにグループ会社管理規程に基づ
き各子会社を所管する部門が、業務上の課題等を把握し、リスク管理及び発生の未然防止に
努めます。
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②　当社及び子会社の各部門は、適切な業務推進のために生じうる損失等のリスクの予見に努め
るとともに、マニュアル等を整備し、有事の際の迅速な対処に努めます。

（４）当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社において取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役等及び使

用人が共有する年度行動計画を定め、その達成に向けて各自が実施すべき具体的な目標を定
めております。

②　当社において迅速な情報の把握及び共有のため、取締役、執行役員及び部門長等を構成員と
する経営会議を設置し、定例的に事業方針及び子会社を含む全社的重要事項について審議し
ます。

③　当社において意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等を整備し、権限と
責任を明確にするとともに、重要事項については経営会議における事前審議を踏まえ、取締
役会の意思決定に資することとします。

④　当社において取締役会は、社外取締役を除く各取締役の担当組織及び業務を定め、各取締役
は自らの担当組織、業務を管理します。

⑤　当社のグループ会社管理規程、職務権限規程により子会社の権限及び意思決定手続を明確化
し、効率的な職務執行を行います。

（５）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社及びその子
会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社は、グループ会社管理規程に基づき、各グループ会社の所管部門を定めており、当該部

門を担当する取締役及び当該部門は各グループ会社の業務上の課題等を把握し、一定の重要
事項については当社取締役会に報告します。

②　前号の他、当社は、各グループ会社に取締役又は監査役を派遣し、各グループ会社の業務の
適正な執行及び監督に当たらせ、グループ経営の効率化を図ります。

③　当社グループの財務報告の適正性を確保するため、監査部が各グループ会社の取締役等及び
使用人に対し定期的にヒアリングを行うとともに、業務監査を通じてグループ会社の状況を
調査、分析し、その結果を当社代表取締役社長に報告します。

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その要請に応じて、適切な
人材を配置します。
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（７）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人
に対する指示の実効性の確保に関する事項
①　人事部門を担当する取締役は、監査役を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用

人の人事評価及び異動に係る事項について、事前に監査投と協議します。
②　各取締役は、監査役を補助する使用人の配置について、監査役と執行側からの指揮命令が相

反しないように配慮し、当該使用人は監査役からの指揮命令を優先するものとします。

（８）当社及びその子会社の取締役・使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報
告に関する体制
①　当社及びその子会社の取締役及び使用人等は、担当する組織又は業務において法令・定款そ

の他社内規程違反や、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場
合及びその他会社に重大な影響を与える事実が認められる場合には、法令その他社内規程に
定める方法等により、速やかに監査役に適切な報告を行います。また、監査役から業務等に
関する報告を求められた場合も同様とします。

②　当社の監査役は、取締役会、経営会議の他、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握
するため必要な会議に出席するとともに、稟議書、通達などの業務執行に係る重要文書につ
いて、適宜閲覧し、また必要に応じ取締役及び使用人等からの説明を求めます。

（９）監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
　当社は、内部通報規程を定め、同規程に報告者が法令・定款その他社内規程違反等について報
告したこと自体による不利益を被ることはない旨明記し、報告者が不利な取扱いを受けないこと
とします。

（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は債務の償還等を請求したときは、
当社が当該請求の内容を確認の上、速やかにこれに応じます。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査役は、経営の透明性と監査の実効性を高めることを目的として、取締役会、経営会議の

他、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため必要な会議に適宜出席するとと
もに代表取締役社長と定期的に意見交換を行います。

②　監査役は、監査部及び会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うととも
に、必要な場合には随時、会計監査人に報告を求めます。
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（12）財務報告の信頼性を確保するための体制
①　当社は、会社法及び金融商品取引法等の関係法令､一般に公正妥当と認められる会計基準及び

経理規程等の社内規程に基づき、正確かつ適切な会計処理及び開示に努めます。
②　当社は、業務遂行上の職務分離による牽制や、承認プロセスを複数段階とする等の施策を通

じて、財務報告の信頼性確保に努めます。
③　監査部は、会社法及び金融商品取引法等の関係法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維

持、改善等を行います。

（13）反社会的勢力の排除に向けた体制
　当社は、反社会的勢力を断固として排除する姿勢を、行動憲章、行動規範に明記するとともに
具体的な行動基準として反社会的勢力対応規程を定め、すべての役員及び使用人が、反社会的勢
力と取引関係を含めて一切の関係を持たないこと、反社会的勢力を利用しないことを徹底します。

（注）2019年５月13日開催の取締役会において決定内容を変更しており、上記は、当該変更がなされた後のものです。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

（１）取締役の業務の適正を確保する体制
　当事業年度は、取締役会を13回開催し、取締役会規則に基づき経営上重要な事項の決議を行う
とともに、取締役の職務の執行状況について監督を行いました。取締役会において社外取締役及
び監査役は、専門的な知見に基づき、忌憚のない意見を述べており、取締役会の監督機能の強化
に寄与しております。

（２）監査役の監査体制
　監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議への出席及び社長との意見交換並びに当社及び子
会社への往査等を通じて、会社経営全般の状況把握に努め、また会計監査人との協議についても
適宜実施いたしました。さらに当事業年度は、監査役会を15回開催し、また適宜監査部と情報共
有を図り、当社及び子会社への内部監査の実施結果及び財務報告に係る内部統制の整備、運用状
況について監査いたしました。

（３）コンプライアンスの推進
　当社は、コンプライアンス担当取締役がコンプライアンス担当者会議の開催、内部通報体制整
備等を主導し、コンプライアンス体制の充実を図っております。また、当社及び子会社の取締役
及び従業員等の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たせるよう、社内研修や
e-ラーニングによりコンプライアンス意識を強化する取組みを継続的に実施し、コンプライアン
スの実効性向上に努めております。
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連結株主資本等変動計算書
（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2018年４月１日残高 5,167 4,553 8,554 △226 18,049

当連結会計年度変動額

新株の発行 1 1 2
連結子会社の増資による
持分の増減 50 50
連結子会社株式の売却による
持分の増減 33 33

剰余金の配当 △609 △609
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,764 2,764

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 41 41
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額(純額) －

当連結会計年度変動額合計 1 85 2,154 41 2,283

2019年３月31日残高 5,168 4,639 10,709 △185 20,332

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

2018年４月１日残高 － △3,734 △15 △3,750 3,558 17,857

当連結会計年度変動額

新株の発行 2
連結子会社の増資による
持分の増減 50
連結子会社株式の売却による
持分の増減 33

剰余金の配当 △609
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,764

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 41
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額(純額) 79 2,741 30 2,851 2,831 5,683

当連結会計年度変動額合計 79 2,741 30 2,851 2,831 7,966

2019年３月31日残高 79 △992 14 △898 6,390 25,824

－ 5 －
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　　　10社
主要な連結子会社の名称

イーレックスニューエナジー株式会社
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社
佐伯バイオマスセンター株式会社
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社
エバーグリーン・マーケティング株式会社
株式会社沖縄ガスニューパワー
豊前ニューエナジー合同会社
豊前バイオマスセンター株式会社
沖縄うるまニューエナジー株式会社
eREX Singapore PTE. LTD.

（注）イーレックス販売３号株式会社は2019年３月18日付で商号をエバーグリーン・マーケティング株
式会社に変更しております。

（２）持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数　　　３社
主要な会社等の名称

大船渡発電株式会社
International Green Energy Pte. Ltd.
Straits Green Energy Pte. Ltd.

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項
全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

－ 6 －
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（４）会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

ア．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券

時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

イ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
を採用しております。

貯蔵品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

ウ．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
ア．有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　　　１年～30年
機械装置及び運搬具　１年～18年
その他　　　　　　　１年～15年

イ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ウ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

－ 7 －
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③　重要な引当金の計上基準
ア．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

イ．賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上し
ております。

ウ．役員報酬BIP信託引当金
役員への将来の当社株式の給付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイン
トに応じた株式の給付見込額を基礎として計上しております。

④　重要なヘッジ会計の方法
ア．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
イ．ヘッジ手段とヘッジ対象

a. ヘッジ手段…為替予約
   ヘッジ対象…買掛金
b. ヘッジ手段…金利スワップ
   ヘッジ対象…変動金利借入金

ウ．ヘッジ方針
a. 為替リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
b. 金利スワップ取引は、将来の金利上昇リスクをヘッジする為に変動金利を固定化する目的で金利ス
ワップ取引を利用しているのみであり、投機目的の取引は行っていません。

エ．ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を
比較し、両者の変動額を基礎にして判断しております。
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計との比較
により有効性を評価しております。

⑤　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ア．退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
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イ．繰延資産の処理方法
株式交付費

定額法により３年間で償却しております。
ウ．重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外子会社などの資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
に含めて計上しております。

エ．消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号　2018年２月16日）等を、当連結会計

年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の
区分に表示する方法に変更しております。

３．連結貸借対照表に関する注記

（１）担保に供している資産及び担保に係る債務
①　担保に供している資産

普通預金 310百万円
建物 355
土地 747
投資有価証券 429

計 1,842

②　担保に係る債務
１年内返済予定の長期借入金 1,139百万円
長期借入金 15,993

計 17,132

（２）有形固定資産の減価償却累計額 5,086百万円

－ 9 －
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度

期首株式数(株)
当 連 結 会 計 年 度

増加株式数(株)
当 連 結 会 計 年 度

減少株式数(株)
当 連 結 会 計 年 度 末

株式数(株)

普 通 株 式 50,799,000 12,000 － 50,811,000

（注）発行済株式数の増加12,000株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

（２）自己株式の種類及び株式数

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度

期首株式数(株)
当 連 結 会 計 年 度

増加株式数(株)
当 連 結 会 計 年 度

減少株式数(株)
当 連 結 会 計 年 度 末

株式数(株)

普 通 株 式 253,246 6 46,230 207,022

（注１）自己株式の株式数の増加６株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
（注２）自己株式の株式数の減少46,230株は、役員報酬BIP信託による自己株式の処分に伴う減少であります。
（注３）自己株式の株式数には、役員報酬BIP信託の信託口が保有する当社株式206,970株が含まれております。

（３）新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の

内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株） 当連結会計

年度残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

当社

2014年

新株予約権①
普 通 株 式 462,000 － 12,000 450,000 －

2014年

新株予約権②
普 通 株 式 12,000 － － 12,000 －

合計 － 474,000 － 12,000 462,000 －

（注）新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

－ 10 －
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（４）配当に関する事項
①　配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2018年６月22日
定時株主総会

普 通 株 式 609 12.00 2018年３月31日 2018年６月25日

（注）2018年６月22日開催の定時株主総会の決議による配当金の総額には、「役員報酬BIP信託」の信託口が
保有する当社株式に対する配当金３百万円が含まれております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定
株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2019年６月21日
定時株主総会

普 通 株 式 609 利益剰余金 12.00 2019年3月31日 2019年6月24日

（注）配当金の総額には、「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含ま
れております。
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５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項
①　金融商品に対する取組方針

当社は事業計画に照らして、必要資金を金融機関からの借入により調達しております。一時的な余資
の運用は、安全性の高い金融資産による運用に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。デリ
バティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
固定価格買取制度（FIT制度）に基づく交付金等で構成される未収入金はリスクが限定されております。
投資有価証券は満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払法人税等は、短期の支払期日であります。
借入金は、主に当社及び当社子会社の設備投資計画に照らして、必要な資金の調達を目的としたもの

であり、最終の償還日は決算日後、14年であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替

予約取引、借入金に係る金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい
ては「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　「（４）会計方針に関
する事項　④重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

③　金融商品に係るリスク管理体制
ア．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、営業部及び財務経理部が債権残高を定期的にモニタリングし、取引相
手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
図っております。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。

イ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価を把握しております。
借入金については、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っ

ております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、

担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。
ウ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リス
クを管理しております。
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④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれており
ません。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（＊） 時価（＊） 差額

①　現金及び預金 10,281 10,281 －
②　売掛金 8,051 8,051 －
③　未収入金 3,230 3,230 －
④　投資有価証券

　その他有価証券
　満期保有目的の債券

1,694
429

1,694
477

－
48

⑤　買掛金 (5,717) (5,717) －
⑥　短期借入金 (5,900) (5,900) －
⑦　未払法人税等 (871) (871) －
⑧　長期借入金（一年内返済予定

のものを含む） (29,160) (29,409) (248)

⑨　デリバティブ取引 (1,317) (1,317) －
(＊)負債に計上されているものについては、(　)で表示しております。

（注）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
①　現金及び預金、②　売掛金、③　未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

④　投資有価証券
株式については取引所の価額によっております。
満期保有目的の債券については日本証券業協会が発表している公社債店頭売買参考統計値の価格に

よっております。
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⑤　買掛金、⑥　短期借入金、⑦　未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。
⑧　長期借入金（一年内返済予定のものを含む）

長期借入金のうち固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

⑨　デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価については、取引金融機関等から提示された価格によっております。

６．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 384円03銭
（２）１株当たり当期純利益 54円64銭

７．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

８．その他の注記

連結計算書類の記載事項は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計 利 益 準 備 金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰 越 利 益 剰 余 金

2018年４月１日残高 5,167 4,542 4,542 22 5,841 5,863

事業年度中の変動額

新株の発行 1 1 1

剰余金の配当 △609 △609

当期純利益 1,619 1,619

自己株式の取得

自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 1 1 1 － 1,009 1,009

2019年３月31日残高 5,168 4,543 4,543 22 6,851 6,873

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等

合 計
2018年４月１日残高 △226 15,347 － － － 15,347

事業年度中の変動額

新株の発行 2 2

剰余金の配当 △609 △609

当期純利益 1,619 1,619

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 41 41 41
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － 79 48 127 127

事業年度中の変動額合計 41 1,053 79 48 127 1,181

2019年３月31日残高 △185 16,401 79 48 127 16,528

－ 15 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）を採用しております。

子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券
時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

（２）重要な固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 　　1～15年
機械及び装置 　　1～ ９年
工具、器具及び備品 　　1～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（３）重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度の負担に属する部分を計

上しております。
③　退職給付引当金

従業員への退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

④　役員報酬BIP信託引当金
役員への将来の当社株式の給付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイン

トに応じた株式の給付見込額を基礎として計上しております。

（４）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　繰延資産の処理方法

株式交付費
定額法により３年間で償却しております。

②　消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号　2018年２月16日）等を、当事業年度

の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しております。
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３．貸借対照表に関する注記

（１）担保に供している資産及び担保に係る債務
①　担保に供している資産

投資有価証券 429百万円
②　担保に係る債務

子会社イーレックスニューエナジー株式会社の
1年内返済予定の長期借入金
子会社イーレックスニューエナジー株式会社の
長期借入金

145百万円

394
計 539

（２）有形固定資産の減価償却累計額 43百万円

（３）保証債務
関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

沖縄うるまニューエナジー株式会社 10,000百万円
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 7,507
大船渡発電株式会社 4,095
佐伯バイオマスセンター株式会社 946
イーレックスニューエナジー株式会社 727

計 23,276

（４）関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものは除く）
①　短期金銭債権 4,948百万円
②　短期金銭債務 1,250百万円
③　長期金銭債務 5百万円
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４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 11,315百万円
仕入高 12,074
販売費及び一般管理費 21

営業取引以外の取引高 36

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度

期首株式数(株)
当 事 業 年 度

増加株式数(株)
当 事 業 年 度

減少株式数(株)
当 事 業 年 度

期末株式数(株)

普 通 株 式 253,246 6 46,230 207,022
（注１）自己株式の株式数の増加６株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
（注２）自己株式の株式数の減少46,230株は、役員報酬BIP信託による自己株式の処分に伴う減少であります。
（注３）自己株式の株式数には、役員報酬BIP信託の信託口が保有する当社株式206,970株が含まれております。
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

未払事業税 15百万円
一括償却資産 6
賞与引当金 19
貸倒引当金 15
投資有価証券評価損否認 6
長期未払金 88
役員報酬BIP信託引当金 26
退職給付引当金 11
資産除去債務 8
その他 0

繰延税金資産小計 199
評価性引当額 －
繰延税金資産合計 199
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △8
投資有価証券評価差額金 △30
繰延ヘッジ損益 △18

繰延税金負債合計 △57
繰延税金資産（純額） 141

７．リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契
約により使用しております。
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８．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社
（単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（注１） 科目 期末残高

子 会 社
イーレックス
ニューエナジー
株式会社

所有
直接　 100.00％

電力の購入
債務保証
役員の兼任

電力の購入
（注２） 3,678 買 掛 金 395

債務の保証
及び担保の
提供（注５）

727 － －

資 金 貸 借
（注６） 1,627 関 係 会 社

預 り 金 1,848

子 会 社
イーレックス
ニューエナジー佐伯
株式会社

所有
直接　 70.00％

電力の購入
燃料の販売
債務保証
役員の兼任

電力の購入
（注２） 7,766 買 掛 金 823

燃料の販売
（注３） 1,947 売 掛 金 1,273

資金の回収
（注４） 1,800

関 係 会 社
短期貸付金 300

関 係 会 社
長期貸付金 675

債務の保証
（注５） 7,507 － －

資 金 貸 借
（注６） 1,862 関 係 会 社

預 り 金 2,268

子 会 社 佐伯バイオマス
センター株式会社

所有
直接　 100.00％

債務保証
役員の兼任

債務の保証
（注５） 946 － －

子 会 社

イーレックス・
スパーク・
マーケティング
株式会社

所有
直接　 80.00％

電力の販売
役員の兼任

電力の販売
（注２） 8,045 売 掛 金 2,335

子 会 社
沖縄うるま
ニューエナジー
株式会社

所有
直接　 44.78％

債務保証
役員の兼任

債務の保証
（注５）

10,000 － －

関連会社 大船渡発電
株式会社

所有
直接　 35.00％

債務保証
役員の兼任

債務の保証
（注５）

4,095 － －

－ 21 －

個別注記表



2019/05/25 11:09:20 / 19525407_イーレックス株式会社_招集通知（Ｆ）

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）取引金額には消費税等は含めておりません。
（注２）電力の購入及び販売については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法」で定められている買取価格等を勘案して毎期交渉の上で決定しております。
（注３）燃料の販売については、市況等を勘案して交渉の上で決定しております。
（注４）資金の回収については市場金利を勘案した利率を合理的に決定しております。
（注５）債務保証は金融機関からの借入債務に対して行っており、保証額に基づき算定した保証料を受け取っ

ております。また、イーレックスニューエナジー株式会社の借入債務に対して当社が保有する投資有
価証券を担保に供しております。なお、担保料の支払は受けておりません。
取引金額には保証債務の期末残高を記載しております。

（注６）資金貸借はCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであり、利率は市場金利を勘案し
て合理的に決定しております。なお、取引金額には期中平均残高を記載しております。

９．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 326円63銭
（２）１株当たり当期純利益 32円01銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11．その他の注記

計算書類の記載事項は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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